
コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCE SFP Dining Co.,Ltd.

最終更新日：2017年5月30日
ＳＦＰダイニング

代表取締役社長 佐藤　誠

問合せ先：03-5491-5201（代表）

証券コード：3198

www.sfpdining.jp

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社におけるコーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方は、社会の変化に迅速に対応できる経営を行い、最も効率的かつ、法令、社会規
範を遵守し健全な経営体制を作ることであります。また、事業活動による価値創造を通じた社会への貢献を行うことで社会的責任を果たし、正確
かつ公正なディスクロージャーに努め、全てのステークホルダーとの良好な関係を重視し、透明性のある経営を行うことが重要であり、コーポレー
ト・ガバナンスの強化・充実が不可欠であると考えております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則１－２－４】

議決権の電子行使や「株主総会招集ご通知」の英訳については機関投資家や海外投資家比率を鑑み、実施しておりません。今後は、機関投資家
や海外投資家比率の動向等を踏まえ、合理的な範囲で検討、実施させていただく方針です。

【補充原則３－１－２】

英語での情報の開示・提供については機関投資家や海外投資家比率を鑑み、実施しておりません。今後は、機関投資家や海外投資家比率の動
向等を踏まえ、合理的な範囲で検討、実施させていただく方針です。

【原則４－２　取締役会の役割・責務（２）】、【補充原則４－２－１】

当社は、監査等委員である取締役以外の取締役・執行役員の報酬については、職務執行の対価であること、役員の生活保障を図るべきであるこ
と等の考えから、月額定額報酬を基礎としつつ、部分的に単年度の経営状況・業績達成状況等を勘案した業績連動報酬を導入するという報酬体
系を採用しており、中長期的なインセンティブ付けを行う報酬体系は採用しておりません。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４　いわゆる政策保有株式】

当社は、現在、いわゆる政策保有株式として上場株式を保有しておりません。

また、当社は、純投資以外の投資（政策投資）は行わない方針ですので、政策保有株式に関する議決権の行使基準は策定しておりません。

【原則１－７　関連当事者間の取引】

当社は、会社法及び取締役会規程に基づき、取締役と会社との利益相反取引(直接取引・間接取引)及び取締役の競業取引については、取締役
会での審議及び決議を要することとしております。なお、この場合、対象となる取締役については、特別利害関係者として当該審議及び決議には
参加しないこととしております。さらに、これらの利益相反取引及び競業取引の状況・結果等の重要な事実については、事後的に取締役会での報
告を要することとしており、事後的な監視体制も整えております。また、関連当事者取引については、毎期、取締役に対して当該取引の有無・内容
についてアンケートを実施し、関連当事者間の取引を管理する体制を整えております。

【原則３－１　情報開示の充実】　

（1）経営理念や中期経営計画は当社ホームページに開示しております。

経営理念：http://www.sfpdining.jp/company/info.html

中期経営計画（決算説明会資料）：

http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?template=ir_material_for_fiscal_ym&sid=23936&code=3198

（2）コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方については、本報告書1.「基本的な考え方」等にて開示しております。また、基本方針について
は以下の通りです。

【コーポレートガバナンスに関する基本方針】

１．当社は、法令に則り適時重要な情報開示を行い、自社HPのIRについても適時かつ平易に株主に平等に情報が開示されるよう環境を整備し、
株主との信頼関係を醸成することを企図しております。

２．当社は、経営理念、ビジョン、ミッションを役職員が共有することで、ステークホルダーとの協働に関する意識の醸成を日々行っております。

３．当社は、情報開示については法令の定め如何にかかわらず、主体的に取り組むべきと考えており、株主をはじめとするステークホルダーから
理解を得るために、適切な情報開示を行うことが必要不可欠と認識しています。その認識を実践するため、法令に基づく開示以外にも、株主をは
じめとするステークホルダーにとって重要と判断される情報（非財務情報も含む）についても、当社ホームページ等の様々な手段による開示に努め
てまいります。

４．当社は、取締役会において経営の意思決定及び監督を行っており、企業戦略等の方向性、重要な事案・リスクの分析と対応方針等を審議する
とともに方針を決定しております。取締役会規程、組織規程、業務分掌規程及び職務権限規程等において、取締役会の決議事項、代表取締役社
長、各取締役、各部門の職務権限を明確化することにより、迅速で適切なリスクテイクを支える環境を整備しております。また、取締役会は取締役
７名（監査等委員である取締役３名を含む）で構成しており、監査等委員である取締役はうち２名を社外取締役を選任するなど、取締役の職務執
行に対する独立性の高い監査・監督体制を構築しております。

５．当社は、持続的成長及び中長期的な企業価値向上を実現するためには、株主・投資家との積極的かつ建設的な対話が必要不可欠と考えてお
ります。そのため、取締役企画・管理本部長を中心としたIR体制を整備し、当社の経営戦略に対する理解を深めるための機会創出に努めておりま
す。



（3）監査等委員である取締役以外の取締役の報酬については、月額定額報酬を基礎としながら、部分的に業績連動報酬を導入しております。月
額定額報酬と業績連動報酬の合計額は、株主総会にて決議された支払報酬限度額を上限としており、監査等委員会の意見を踏まえ決定しており
ます。各取締役の個別の報酬額については、取締役会の委任に基づき、個々の属性、役割、当期の経営状況・業績達成状況等を勘案し、代表取
締役社長が決定しております。執行役員の報酬についても、月額定額報酬を基礎としながら、部分的に業績連動報酬を導入しており、各執行役員
の個別の報酬額については、個々の属性、役割、当期の経営状況・業績達成状況等を勘案し、代表取締役社長が決定しております。監査等委員
である取締役の報酬については、株主総会にて決議された支払報酬限度額を上限として、監査等委員でない取締役の報酬と同様に、各委員の役
割、会社の業績・経営内容、経済情勢等を勘案し、監査等委員の協議により決定しております。

（4）経営陣幹部の選任と取締役候補者の指名を行うに当たっては、候補者の経験、知識、能力、業績評価や当社の規模と、監査等委員会の意見
を踏まえ、取締役会にて十分審議を経た上で決定することとしております。なお、監査等委員である取締役候補者については、監査等委員会の同
意を得ることとしております。

（5）取締役候補者の指名については、その理由を「株主総会招集ご通知」にて開示しております。

株主総会招集ご通知：　http://www.sfpdining.jp/ir/soukai.html

【補充原則４－１－１】

当社は、経営の意思決定機関である取締役会においては、法令及び定款に定められた事項や中期経営計画の承認等の重要事項を決定してい
ます。新規出店等それ以外の事項の決定については、社内規程に基づいて、代表取締役社長や各取締役へ委任しております。

【原則４－８　独立社外取締役の有効な活用】

当社は、2名の独立社外取締役を選任しております。

【原則４－９　独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

当社は、社外取締役の独立性については、会社法上の社外取締役の要件や株式会社東京証券取引所の定める独立性基準等を考慮し判断して
おります。また、独立社外取締役の候補者については、法務・会計等の専門領域における豊富な経験や知識を有し、十分な議論を通じて、取締役
会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を候補者として選定しております。

【補充原則４－１１－１】

当社は、取締役候補者については、飲食事業経験の有無を問わず、幅広く豊富な経験や知識を有し、人格に優れた方を、社内だけでなく社外か
らも選定するとともに、社外取締役候補者については、法務・会計等の専門領域における豊富な経験や知識を有する方を選定することとしており
ます。

また、当社は、取締役会の規模について、取締役会の構成員を相当数に留めることにより活発な議論を実現し、その結果として審議の充実化を図
ることができると考えていることから、現在の取締役会は取締役7名により構成されております。

取締役候補者は、上記及び当社の規模を踏まえ、十分議論の上、最終的に取締役会にて決定しております。

【補充原則４－１１－２】

取締役が他の会社の役員を兼任する場合には取締役会の承認を要する旨を社内規程にて定めております。また、兼任状況については、毎年の
「株主総会招集ご通知」に記載の「事業報告」において開示しておりますが、合理的な範囲に留まっているものと考えております。

株主総会招集ご通知：　http://www.sfpdining.jp/ir/soukai.html

【補充原則４－１１－３】

当社は、取締役全員（監査等委員である取締役を含む）に対して、取締役会の構成、運営方法、情報提供に係るアンケートを年１回実施し、当該
アンケート結果をもとに、取締役間で意見交換を行っております。当社取締役会は、上記の結果を踏まえ、取締役会の実効性にかかる分析・評価
を行い、取締役会が当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、実効的に運営されていることを確認しております。

【補充原則４－１４－２】

当社は、取締役として遵守すべき義務、責任等についての社外の専門家による講習会を定期的に実施する他、社外講習会や交流会への参加
や、店舗の視察を推奨し、取締役として必要な知識の習得及び役割と責務の理解促進に努めております。

【原則５－１　株主との建設的な対話に関する方針】

当社は、経営企画部、経理財務部、総務部等のＩＲ活動に関連する部署を管掌するIR主管の取締役を選任し、日常的な部署間の連携を図ってい
ます。また、IR活動については、個別の面談以外の対話の手段として、半期毎の決算説明会の開催、当社ホームページ内におけるIR問合せ窓口
の設置等により充実を図っております。これらの活動を通じて把握された株主の意見・懸念については、必要に応じ、IR主管の取締役が代表取締
役社長や取締役会に対しフィードバックを行っております。なお、株主との対話の際は、インサイダー情報を伝えることがないよう、情報管理を徹底
しております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 19,634,300 66.62

三井食品株式会社 210,000 0.71

麒麟麦酒株式会社 210,000 0.71

株式会社ジャックル浦島屋 210,000 0.71

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 206,200 0.70

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505019

(常任代理人　香港上海銀行東京支店　カストディ業務部)
120,200 0.41

宝酒造株式会社 120,000 0.41



光行　康明 119,100 0.40

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 105,500 0.36

株式会社NSK 127,700 0.36

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス　（上場：東京）　（コード）　3387

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第二部

決算期 2 月

業種 小売業

直前事業年度末における（連結）従業員

数
1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

当社は、支配株主との間に取引が発生する場合には、他の会社と取引を行う場合と同様の条件であることを前提として判断する方針であり、少数
株主の権利を保護するよう努めております。

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

親会社からの独立性の確保について

　当社は、株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングスを親会社としております。

　当社の事業展開に当たっては、親会社の指示や承認に基づいてこれを行うことはなく、当社独自の意思決定に基づき業務執行をしております。
親会社との取引については、当該取引の必要性・合理性、取引条件の妥当性等を慎重に検討した上で、社内規則に従って当社取締役会等の承
認を得ており、健全性及び適正性を確保しております。



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 10 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 7 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

安藤　算浩 公認会計士 ○

池田　竜郎 弁護士 ○

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

安藤　算浩 ○ ○ ―――

公認会計士として財務および会計に関する知
見を相当に有していること、すでに平成23年5
月より当社の監査役を務めており、当社の事業
内容について熟知していることもあり、当社の
監査体制強化に生かしていただくため、社外取
締役として選任しております。また同氏は、現
在・最近および過去において、一般株主と利益
相反が生じる恐れがなく、一般株主保護に寄
与するお考え、独立役員に指定した次第です。



池田　竜郎 ○ ○ ―――

弁護士および公認会計士として法務並びに財
務および会計に関する知見を相当に有してお
り、当社の監査体制強化に生かしていただくた
め、社外取締役として選任しております。また
同氏は、現在・最近および過去において、一般
株主と利益相反が生じる恐れがなく、一般株主
保護に寄与するお考え、独立役員に指定した
次第です。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
委員長（議長）

監査等委員会 3 0 1 2 社外取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

あり

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

監査等委員会の職務を補助すべき使用人の人事異動・人事評価等については、あらかじめ監査等委員会の同意を要することとしております。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

・内部監査及び監査等委員会監査の状況

当社では、代表取締役社長直轄の内部監査室を設け、専任の内部監査室長及び担当者計２名が年度監査計画を作成し、内部監査を実施してお
ります。内部監査は、業務の効率性や各種規程、職務権限に基づく牽制機能、コンプライアンス重視等の観点から、原則として本部、各店舗を年１
回監査することとしております。内部監査結果は、代表取締役社長に報告されるとともに、被監査部門に監査結果及び代表取締役社長の指示に
よる要改善事項が伝達され、監査の実効性を高めるために、改善事項に対する被監査部門の改善状況報告を内部監査室に提出させることとして
おります。また、その結果については、監査等委員会とも情報共有を図ることとしております。

監査等委員である取締役は、監査計画に基づく監査を行うとともに、取締役会等に出席し、取締役会の業務執行と会社経営の適法性を監視して
おりました。また、監査等委員会は、内部統制システムに基づく監査を実施しております。なお、毎月１回開催される監査等委員会において、内部
監査室が行う内部監査の報告の確認、資料閲覧等を通じて得た事項につき、協議しております。また各監査等委員は、会計監査人、内部監査室
と随時意見交換を行っております。

・ 会計監査の状況

会計監査につきましては、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結して会計監査を受けております。なお、当社の会計監査業務を執行した公
認会計士は、広瀬勉氏及び石田義浩氏の２名であります。当社に対する継続関与年数は、いずれも７年以内であるため、記載を省略しておりま
す。また、監査業務に係る補助者は、公認会計士９名、その他10名で構成されております。会計監査人は、当社内部監査室とも連携し、当社の内
部監査及び内部統制報告制度の状況等の情報等を交換しながら、当社監査を実施しております。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【独立役員関係】

独立役員の人数 2 名

その他独立役員に関する事項

―――

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動型報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入

該当項目に関する補足説明



(ストックオプション制度)

・当社の企業価値の向上を図ることを目的として、ストックオプションとしての新株予約権を発行しております。

(業績連動型報酬制度)

・当社の取締役報酬は、月額定額報酬を基礎としながら、部分的に業績連動報酬を導入しております。これは、取締役の報酬は、職務執行の対価
であることや、取締役の生活保障を図るべきこと等の考え方に基づくものであります。なお、月例定額報酬と業績連動報酬の合計額は、株主総会
で決議された支払限度額を上限としております。

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、従業員

該当項目に関する補足説明

当社の企業価値の向上を図ることを目的として、社内取締役及び従業員を対象者に付与しております。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 一部のものだけ個別開示

該当項目に関する補足説明

報酬等の総額が１億円を超えるものについて、有価証券報告書にて個別報酬の開示を行っております。

有価証券報告書は、ＥＤＩＮＥＴ及びインターネット（http://www.sfpdining.jp/ir/yuho.html）にて開示しております。

また、当社の役員に対する報酬につきましては、社外取締役を除く取締役及び社外取締役の別に各々の総額を開示いたします。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

取締役の報酬限度額は、各取締役の貢献度や業績を考慮した上で今後の経営戦略を勘案し、平成27年12月22日開催の定時株主総会において
決議された年額90,000千円以内(ただし、使用人分給与は含みません)の範囲で取締役会にて決定しております。

【社外取締役のサポート体制】

当社は、監査等委員会の職務を補助するための使用人を設置し、監査等委員会の職務を補助すべき取締役は置かないこととしております。

補助使用人は総務部門と兼務とし、監査等委員が必要と認める人数を確保いたします。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

当社は、会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会及び監査等委員会の他に経営会議を設置しております。

当社の各機関の概要は以下のとおりであります。

(ア) 取締役会

当社の取締役会は、取締役７名(うち社外取締役２名)で構成され、定例として月１回、また必要に応じて臨時取締役会が開催され、当社の経営上
の重要な事項を決定し、取締役の職務執行の監督をしております。

(イ) 監査等委員会

当社の監査等委員会は、取締役１名及び社外取締役２名で構成されております。監査等委員である取締役は、取締役会への出席等を通じて、取
締役の職務執行及び企業経営の適法性を監査しております。また、監査等委員会は、内部統制システムに基づく監査を実施しております。なお、
毎月１回開催される監査等委員会において、内部監査室が行う内部監査の報告の確認、資料閲覧等を通じて得た事項につき、協議しておりま
す。また各監査等委員は、会計監査人、内部監査室と随時意見交換を行っております。

(ウ) 経営会議

当社は、経営上の重要な事項の審議機関として、経営会議を原則毎週木曜日、また、必要に応じて臨時に開催しております。経営会議は、常勤
取締役、執行役員、本部長から構成されており、取締役会決議事項、新規の投資計画等の審議が行われております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社の企業規模に照らした上で、これらの各機関の相互連携により、経営の健全性・効率性及び透明性が確保できるものと認識しているため、現
状の企業統治体制を採用しております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 株主総会の招集通知については、早期発送に努めてまいります。

集中日を回避した株主総会の設定 当社は２月決算であるため、株主総会の開催日は集中日とはなりません。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

年2回決算説明会を開催しております。 あり

IR資料のホームページ掲載
当社ホームページ内に独立したIR専用ページを設け、決算情報、決算情報以
外の適時開示資料、有価証券報告書、四半期報告書等を掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 経営企画部にて対応いたします。

その他 個人投資家向けのＩＲフェアに出展しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

当社は、企業行動規範において、情報提供に係る方針を以下のとおり定めています。

（社会とのコミュニケーション）

第９条 役職員は、得意先や株主に対して、企業活動の状況を積極的に開示し、事業運営

に関する一層の透明性を確保しなければならない。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

・当社の業務の適正を確保するために必要な体制の整備について、「内部統制システム構築の基本方針」として取締役会で決議した内容は、以下
のとおりであります。

(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

a 当社及び子会社（以下「当社グループ」という。）の取締役及び従業員が法令や定款及び社会通念に沿った行動を行うよう「企業行動規範」及び

「コンプライアンス規程」に基づき、定期的な研修等を通じて周知徹底に努める。

b 社長がチーフ・コンプライアンス・オフィサーとなり、当社グループのコンプライアンス意識向上に努める。

c 適切な財務諸表作成のために、経理財務部部長は「経理規程」に基づき、業務を執行するとともに、周知徹底に努める。

d コンプライアンス違反についての社内通報体制として、所属長への報告経路とは別に、コンプライアンス相談窓口(電子メール)及び顧問弁護士

宛の内部通報窓口による報告経路を設置しており、法令違反行為や不正行為の早期発見及び迅速且つ適切な対応を行う体制を整備している。

e 内部監査室は各部署の監査を定期的に行うとともに、チーフ・コンプライアンス・オフィサーや監査等委員会との情報交換会を定期的に開催す

る。

f 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体、並びに、これらと係わりのある企業や団体、個人とは取引関係を含めて一切の

関係を持たず、また、これらによる不当要求は断固として拒否することを、「企業行動規範」において、遵守事項として掲げている。また、反社会的
勢力による不当要求等が発生した場合は、担当部署が情報を一元管理し、所轄警察署への相談を含めて迅速な対応を講じる体制を整備してい
る。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

a 法定保存文書及び会社が定める内部管理上の重要な情報については、「文書管理規程」に基づき、所定の期間保存する。定めのない情報につ

いては、企画・管理本部担当役員と協議の上、保存の要否及び期間を定めて保存する。

b 取締役は、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

a 当社グループには、店舗オペレーショナルリスク、コンプライアンスリスク、投資リスク、信用リスクといった事業リスクがある。これらのリスクにつ

いては、個々の責任部署が対応し、必要に応じて取締役会において状況の確認及び必要な措置を検討する。

　また、取締役会がリスク管理体制を構築する責任と権限を有し、当社グループ内におけるあらゆるリスクとその対策、組織体制、責任、権限など
を規定した関連社内規程を定めて、多様なリスクを可能な限り未然に防止し、危機発生時には企業価値の毀損を極小化するための体制を整備す
る。

b 不測の事態が発生した場合には、「危機管理規程」に基づき、迅速に対応することとする。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

a 当社においては、定例取締役会を毎月１回以上開催するほか、機動的に意思決定を行うため、臨時取締役会を開催するものとし、適切な職務

執行が行える体制を確保する。

b 当社取締役会は、毎事業年度末までに当社グループにおける翌事業年度の経営目標を決定し、目標達成に向けた経営計画を策定の上、毎月

開催される取締役会において進捗状況を確認する。

c 当社取締役会において当社グループの取締役の業務執行範囲を定めるとともに、当社グループの「業務分掌規程」、「職務権限規程」及び「職

務権限規程(別表)」その他の規程に基づいた権限委譲を各役職員に行い、効率的な業務執行を実現する。

(5) 株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

　取締役は、当社と親会社及び子会社との情報の共有化、各種の指示・要請の伝達や実行が効果的に行われる体制を整備する。

　子会社の取締役は、当社が定める規程等に従い、その職務の執行に関する事項を定期的に（但し、重大な事項については逐次）当社に報告す
る。

(6) 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項

　当社は、監査等委員会の職務を補助するための使用人を設置し、監査等委員会の職務を補助すべき取締役は置かない。

　補助使用人は総務部門と兼務とし、監査等委員が必要と認める人数を確保する。

(7) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性

の確保に関する事項

　監査等委員会の職務を補助すべき使用人の人事異動・人事評価等については、あらかじめ監査等委員会の同意を要することとする。

　(8)当社の監査等委員会への報告に関する事項

a 当社グループの取締役及び使用人は、法令等の違反行為等、当社グループに著しい損害を及ぼす恐れのある事実については、発見次第、直

ちに当社の監査等委員会に対して報告を行うこととする。

b 当社グループの内部通報制度の担当部署は、当社グループの役員及び使用人からの内部通報の状況について、定期的に監査等委員会に対

して報告を行う。

　

(9)監査等委員会に報告したものが当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制

　監査等委員会へ報告を行った当社グループの取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、そ
の旨を当社グループの取締役及び使用人に周知徹底する。

(10)監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に
係る方針に関する事項

　監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が監査等委員の
職務の執行に必要でないと明らかに認められる場合を除き、速やかに処理するものとする。

(11)その他監査等委員会の監査が実効的に行われていることを確保するための体制

a 監査等委員は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、会計監査人とそれぞれ随時意見交換会を開催し、会社の対処すべき課題、監査等



委員会の環境整備の状況、監査等委員会の監査上の重要課題等について、意見交換を行うこととする。

b 監査等委員会が、独自に弁護士との顧問契約を締結し、または、必要に応じて専門の弁護士、公認会計士の助言を受ける機会を保証する。

(12) 財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制

　財務報告の信頼性と適正性を確保するため、金融商品取引法等の法令に準拠した財務報告に係る内部統制システムを構築し、その有効性の
評価、報告する体制を整備し運用する。

・業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

(1) 当社グループの取締役及び従業員が法令や定款及び社会通念に沿った行動を行うよう、役員及び店長が出席する会議や、社内メール等を通

じて研修・啓蒙を行っております。

(2) 取締役会議事録、株主総会議事録、その他重要な書類等は文書管理規程に基づき適切に作成・管理しております。

(3) 監査等委員は、取締役会及び経営会議等重要な会議に出席しております。また、代表取締役社長は、監査等委員と定期的に意見交換を行っ

ております。

(4) 監査等委員、取締役、使用人及び会計監査人は、随時意見交換会を行い、監査等委員会監査の実効性の確保を図っております。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方につきましては、企業行動規範において、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的
勢力とは、一切の関係を遮断するとしております。また、反社会的勢力排除マニュアルを整備している他、反社会的勢力による不当要求等が発生
した場合は、担当部署が情報を一元管理し、所轄警察署への相談を含めて迅速な対応を講じる体制を整えております。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

インサイダー取引防止のため、早急に内部者取引防止管理規程を定めるとともに、社員に対してインサイダー取引を行わないよう、主幹事証券よ
り講師を招き講習会を行い、徹底を図っております。






